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道 企 業 管 理 規 程

北海道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２１年５月２９日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第７号

北海道企業職員給与規程の一部を改正する規程
北海道企業職員給与規程（昭和４２年北海道企業局管理規程第２号）の一部を次のように改
正する。
附則に次の１項を加える。

２３ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第２４条第３項及び第４項、第２４
条の４第３項並びに第２４条の４第１１項及び同条第１２項の規定の適用については、第２４条第
３項中「１００分の１４０、」とあるのは「１００分の１２５、」と、「１００分の１２０」とあるのは
「１００分の１１０」と、同条第４項中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の７５」」とあるの
は「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」と、「「１００分の１２０」とあるのは「１００分
の６５」」とあるのは「「１００分の１１０」とあるのは「１００分の６０」」と、第２４条の４第３項
第１号中「１００分の７２．５」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の９２．５」とあるのは
「１００分の８２．５」と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」と、「１００分の
４５」とあるのは「１００分の４０」と、第２４条の４第１１項第１号中「１００分の８６以上１００分の
１４５」とあるのは「１００分の８０以上１００分の１３５」と、「１００分の１１１以上１００分の１８５」とある
のは「１００分の９９以上１００分の１６５」と、同項第２号中「１００分の７８．５以上１００分の８６」とあ
るのは「１００分の７３以上１００分の８０」と、「１００分の１０１以上１００分の１１１」とあるのは「１００
分の９０以上１００分の９９」と、同項第３号及び第４号中「１００分の７１」とあるのは「１００分の
６６」と、「１００分の９１」とあるのは「１００分の８１」と、第２４条の４第１２項中「１００分の３５」

とあるのは「１００分の３０」と、「１００分の４５」とあるのは「１００分の４０」とする。
附 則

この規程は、公布の日から施行する。

道 人 事 委 員 会 規 則

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２１年５月２９日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則７－１１８４

給与の支給に関する規則の一部を改正する規則
給与の支給に関する規則（北海道人事委員会規則７－２８０）の一部を次のように改正する。
附則に次の１項を加える。
４ 平成２１年６月に支給する勤勉手当に関する第２９条の８第１項及び第２９条の８の２第１項
の規定の適用については、第２９条の８第１項第１号中「１００分の８６以上１００分の１４５」とあ
るのは「１００分の８０以上１００分の１３５」と、「１００分の１１１以上１００分の１８５」とあるのは「１００
分の９９以上１００分の１６５」と、同項第２号中「１００分の７８．５以上１００分の８６」とあるのは
「１００分の７３以上１００分の８０」と、「１００分の１０１以上１００分の１１１」とあるのは「１００分の９０
以上１００分の９９」と、同項第３号及び第４号中「１００分の７１」とあるのは「１００分の６６」と、
「１００分の９１」とあるのは「１００分の８１」と、第２９条の８の２第１項中「１００分の３５」とあ
るのは「１００分の３０」と、「１００分の４５」とあるのは「１００分の４０」とする。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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